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2023年３月30日（木曜日）午前10時
（午前９時30分に開場いたします。）

開催場所
　
東京都品川区東大井五丁目23番37号
当社本店　２階セミナールーム

※本招集ご通知は、電子提供措置事項を記載した書面で

す。書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様に

は、一律に本招集ご通知をお送りしております。

※本総会におけるお土産の配付は行いません。何卒ご理

解くださいますようお願い申しあげます。

　

証券コード　7976
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狭義の招集通知

証券コード  7976
（発送日）2023年３月８日

（電子提供措置の開始日）2023年３月２日
株　主　各　位

東京都品川区東大井五丁目23番37号

代表取締役会長 数  原  英 一 郎

　【当社ウェブサイト】
　https://www.mpuni.co.jp/ir/stock/index.html#soukai

　【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　https://d.sokai.jp/7976/teiji/

　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第148回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第148回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について
電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「三菱鉛筆」又は「コ
ード」に証券コード「7976」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類 / PR情報」を順に選
択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知 / 株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年３月29日（水曜日）午
後５時10分までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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狭義の招集通知

１．日　　時 2023年３月30日（木曜日）午前10時（開場　午前９時30分）
２．場　　所 東京都品川区東大井五丁目23番37号

当社本店　２階セミナールーム
（末尾の会場ご案内略図をご参照ください。）

３．目的事項
報 告 事 項 １. 第148期(2022年１月１日から2022年12月31日まで)事業報告、連結計算書類並び

に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第148期(2022年１月１日から2022年12月31日まで)計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 補欠監査役１名選任の件

記

以　上
○会社法改正により、電子提供措置事項について１ページに記載しております各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則

とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、本書面でお送りすることとなりましたが、本総会においては、書面交付請求
の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項の記載を含む書面をお送りいたします。

　なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様にお送り
する書面からも記載を省略することとしておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。

　　・事業報告のうち、以下の事項
　　　・「主要な事業内容」
　　　・「主要な事業所及び工場」
　　　・「使用人の状況」
　　　・「主要な借入先の状況」
　　　・「会社の株式の状況」
　　　・「会社の新株予約権等の状況」
　　　・「社外役員に関する事項」
　　　・「会計監査人の状況」
　　　・「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
　　　・「会社の支配に関する基本方針」
　　　・「その他会社の現況に関する重要な事項」
　　・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
　　・計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
○監査報告の作成に際して監査役が監査した事業報告には、上記事業報告の各事項が含まれております。また、監査報告の作成に際して会計

監査人及び監査役が監査した連結計算書類及び計算書類には、上記連結計算書類及び計算書類の各事項が含まれております。
○本招集ご通知の記載若しくは電子提供措置事項に修正が生じた場合又は株主総会の運営方法に大きな変更が生じる場合は、１ページに記載

しております各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

－ 2 －
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議決権の行使についてのご案内（２案）

 書面による議決権行使

行使期限

2023年３月29日（水曜日）
午後５時10分到着分まで

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い
ただき、行使期限までに到着するようご返送くだ
さい。
なお、ご返送いただいた議決権行使書において、
各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成
の表示があったものとして取り扱います。

インターネットによる議決権行使

行使期限 詳細は次ページをご覧ください。

2023年３月29日（水曜日）
午後５時10分まで

スマートフォン等により議決権行使書用紙のQR
コードを読み取るか、当社の指定する議決権行使
ウェブサイト（https://www.web54.net）に
アクセスし、画面の案内に従って議決権をご行使
ください。

【複数回行使された場合の議決権の取り扱い】
書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権
行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより議決権を複数回行使された場合は、最後に
行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

　株主総会への出席による議決権行使
開催日時

2023年３月30日（木曜日）
午前10時

（開場　午前９時30分）

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受
付にご提出ください。
・資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください
ますようお願いいたします。

・代理人によるご出席の場合は、本総会において議
決権を有する他の株主の方１名を代理人とし、代
理権を証明する書面をあわせてご提出ください。

機関投資家の皆様へ
株式会社ICJが運営する議決権電子行使プ
ラットフォームのご利用を事前に申し込
まれた場合には、当該プラットフォーム
により議決権をご行使いただけます。

議決権の行使についてのご案内
株主総会参考書類をご検討のうえ、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますよ
うお願い申しあげます。

－ 3 －
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「初期パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権
行使に関するお問い合わせ フリーダイヤル 0120-652-031 ※受付時間 9:00～21:00

（年末年始を除く）

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

　

インターネットによる議決権行使のご案内

－ 4 －
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感染防止対応

新型コロナウイルス感染症への対応とお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社の対応につきまして、以下のとおりご案内
申しあげます。株主の皆様におかれましては、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあ
げます。

【ご来場される株主の皆様へのお願い】
・会場では、マスクのご着用やアルコール消毒液のご使用等の感染予防にご協力をお願いい
たします。

・会場入り口で検温にご協力いただくことがございます。また、体調不良と見受けられる方
には、運営スタッフがお声がけして、ご入場をお断りする場合がございます。

・体調がすぐれない場合には、ご無理をなさらず株主総会へのご来場を見合わせていただ
き、書面又はインターネットによって議決権を行使いただくことをご検討ください。

【当社の対応について】
・株主総会の議事は、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、時間を短縮して行
う場合があります。

・株主総会の運営スタッフは、マスク着用にて応対させていただきます。
・感染予防の観点から、会場内の座席の間隔を確保するため、座席数を減らしております。
当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承く
ださい。

※今後の状況により、上記対応を含む株主総会の運営方法を変更する場合がございます。大き
な変更が生じる場合は、１ページに記載しております各ウェブサイトにてお知らせいたしま
すので、ご来場前にご確認くださいますようお願い申しあげます。

※本総会におけるお土産の配付は行いません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげ
ます。

－ 5 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類
等

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

2023/02/22 12:13:50 / 22941683_三菱鉛筆株式会社_招集通知_電子提供措置用

事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

(2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

（添付書類）
事　業　報　告

１．企業集団の現況
(1) 事業の経過及びその成果

　当連結会計年度（2022年１月１日から2022年12月31日まで）におけるわが国経済
は、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない状況が続くなかでも、段階的に行動制限
等が緩和され、経済活動の持ち直しに向けた期待感が持たれました。しかし、ロシア・ウ
クライナ情勢による供給不安の高まりを背景に、原油を始めとする資源価格の高騰によっ
て先進国を中心としたインフレの高進から、依然として先行き不透明な状況が続いており
ます。
　このような経営環境のなか、当社グループは、「書く、描く」を通じた“表現体験その
もの”を創造することで、すべての人が生まれながらにして持つ個性や才能といった「ユ
ニーク」を表現する機会を創り出すことが、お客様への提供価値ととらえ、「違いが、美
しい。」というコーポレートブランドコンセプト（企業理念）に基づき、活動してまいり
ました。具体的な活動として、障がい者が才能を発揮し、挑戦する機会を生み出すととも
に、自立支援を推進することを目的として、一般社団法人障がい者自立推進機構とオフィ
シャルパートナー契約を締結し、“自分らしさ”をテーマに表現するパラリンアートコンテ
ストを開催いたしました。また、サステナブルな事業体制構築に向けた取り組みとして、
「ジェットストリーム」シリーズから、日本国内で回収された海洋プラスチックごみと使
い捨てコンタクトレンズの空ケースからリサイクルした“ポストコンシューマープラスチ
ック”をボールペン軸に採用した「ジェットストリーム海洋プラスチック」を発売し、
「エコマークアワード2022」の「ベストプロダクト」を受賞いたしました。また、資源
循環システムの構築を目指し、子供が学ぶときに初めて手にする鉛筆を通じて資源の循環
を体験、実感できるように、鉛筆の資源循環システム「フォレストサポーター鉛筆」をテ
スト発売し、2022年度ウッドデザイン賞において奨励賞を受賞いたしました。さらに使
用済みのプラスチック製ペンの「水平リサイクル」実証プロジェクトを開始いたしまし
た。
　これらの活動の結果、当連結会計年度における売上高は689億97百万円（前期比
11.5％増）、営業利益は92億43百万円（前期比22.9％増）、経常利益は101億28百万

－ 6 －
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事業の経過及びその成果、設備投資の状況、資金調達の状況

円（前期比21.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は69億51百万円（前期比
22.8％増）となりました。また、「中期経営計画2022-2024」の進捗につきましては、
海外売上高の構成比が50%を超え、筆記具事業のグローバル化が前進したことに加え、
新規事業分野においては主に化粧品が好調に推移しております。
　セグメント別の業績を概観いたしますと、筆記具及び筆記具周辺商品事業におきまして
は、海外市場を中心に販売は底堅く推移し、加えて為替の影響により売上高は伸長しまし
た。それにより、外部顧客への売上高は667億22百万円（前期比11.9％増）となりまし
た。粘着テープ事業、手工芸品事業といったその他の事業におきましては、事業を取り巻
く市場環境は依然として厳しいものの、外部顧客への売上高は22億75百万円（前期比
0.4％増）となりました。

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度の当社グループの設備投資の総額は15億77百万円でした。このうち、
筆記具及び筆記具周辺商品事業に係る設備投資は15億32百万円であり、同事業の主な設
備投資の内容は、ボールペン製造用設備及び金型、並びに研究用設備であります。
　その他の事業に関する設備投資につきましては、重要なものはありません。

(3) 資金調達の状況
　該当事項はありません。

－ 7 －
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対処すべき課題

(4) 対処すべき課題
　当社グループは、1887年（明治20年）の創業以来、「最高の品質こそ 最大のサービ
ス」という社是のもと、高品質で付加価値の高い筆記具をお届けし、より多くのお客様に
喜んでいただくことを使命と考え、活動してまいりました。
　当社グループを取り巻く市場環境に目を転じると、テクノロジーの飛躍的な進化によっ
て、加速度的にグローバル化が推し進められるとともに、これまでにない製品やサービス
が次々に生み出され、お客様の表現手段の選択肢は広がりを見せております。また、イン
ターネットを通じた流通のさらなる普及は、お客様の消費行動を大きく変容させておりま
す。加えて、環境問題を始めとするサステナビリティという課題への関心の高まりは、お
客様の消費に対する価値観を大きく変えつつあります。
　このような市場環境のなか、当社グループが、今後さらなる発展を遂げるためには、創
業から積み重ねてきたお客様への提供価値と向き合い、それを従来の価値観にとらわれる
ことなく、製品やサービスとして具現化していくことが不可欠であると考えております。
すなわち、当社グループの提供価値とは、「生まれながらにすべての人がユニークであ
る」という信念に基づき、「書く、描く」ことを通じて、お客様一人ひとりが持つ個性や
才能を解き放つこと、そしてこういった“表現体験そのもの”を創造していくことであると
考えております。ひいては、これらの提供価値を起点として、新たな市場の開拓とさらな
る価値の創出を通じた売上と利益を伴うシェア拡大が必要であり、また筆記具事業と新規
事業を組み合わせることによって、お客様への提供価値をさらに高めることが重要である
と考えております。そのためには、企業の成長のみならず、自然環境や社会との共生を前
提としたサステナブルな体制を構築していかなければならないと考えております。
　これらの取り組みを通じて、当社グループに関係される多くのステークホルダーの方々
との間で信頼関係を築き、持続した成長を実現できる当社グループを目指してまいりま
す。
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直前三事業年度の財産及び損益の状況等

区　　分 第145期
(2019年12月期)

第146期
(2020年12月期)

第147期
(2021年12月期)

第148期
(当連結会計年度)
(2022年12月期)

売 上 高 (百万円) 62,034 55,180 61,894 68,997

営 業 利 益 (百万円) 7,202 5,493 7,520 9,243

経 常 利 益 (百万円) 7,580 5,988 8,309 10,128
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (百万円) 4,436 3,794 5,658 6,951

１株当たり当期純利益 (円) 77.84 67.57 100.96 125.73

総 資 産 (百万円) 118,644 114,882 123,792 130,801

純 資 産 (百万円) 90,849 91,855 97,673 105,002

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,581.60 1,604.90 1,715.15 1,874.99

区　　分 第145期
(2019年12月期)

第146期
(2020年12月期)

第147期
(2021年12月期)

第148期
( 当 事 業 年 度 )
(2022年12月期)

売 上 高 (百万円) 47,756 40,129 45,507 49,138

営 業 利 益 (百万円) 4,660 2,351 4,514 5,352

経 常 利 益 (百万円) 5,876 3,411 6,692 6,947

当 期 純 利 益 (百万円) 3,987 2,224 5,096 5,221

１株当たり当期純利益 (円) 67.30 38.08 87.30 90.59

総 資 産 (百万円) 92,796 86,889 93,551 96,386

純 資 産 (百万円) 67,836 67,047 70,506 74,304

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 1,156.54 1,148.43 1,210.30 1,296.04

(5) 直前三事業年度の財産及び損益の状況
①　直前三連結会計年度の企業集団の財産及び損益の状況

②　直前三事業年度の当社の財産及び損益の状況
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重要な親会社及び子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況

会 　 　 社 　 　 名 資 　 本 　 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

山 形 三 菱 鉛 筆 精 工 株 式 会 社 20百万円 100.0％ 当社仕様製品の製造

三 菱 鉛 筆 東 京 販 売 株 式 会 社 18百万円 99.5
（33.5） 当社製品の卸売販売

三 菱 鉛 筆 関 西 販 売 株 式 会 社 15百万円 100.0
（50.0） 当社製品の卸売販売

ユ ニ 工 業 株 式 会 社 50百万円 100.0 粘着テープの製造販売

M I T S U B I S H I  P E N C I L  V I E T N A M  C O . ,  L T D . 3,575千米ドル 100.0 当社仕様製品の製造

u n i - b a l l  C o r p o r a t i o n 2,999千米ドル 100.0
（100.0） 当社製品の卸売販売

(6) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

(注)（　）内は間接所有の割合で内数です。

(7) 主要な事業内容
　主要な事業内容につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページに記載して
おります各ウェブサイトに掲載しております。

(8) 主要な事業所及び工場
　主要な事業所及び工場につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページに記
載しております各ウェブサイトに掲載しております。

(9) 使用人の状況
　使用人の状況につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページに記載してお
ります各ウェブサイトに掲載しております。

(10)主要な借入先の状況
　主要な借入先の状況につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページに記載
しております各ウェブサイトに掲載しております。
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事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況、他の会社（外国会社を含む）の事業の譲受けの状況、他の会社（外国会社を含む）の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況、吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、２．会社の株式の状況、３．会社の新株予約権等の状況

(11)事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
　該当事項はありません。

(12)他の会社（外国会社を含む）の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

(13)他の会社(外国会社を含む)の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。

(14)吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

(15)その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。

２．会社の株式の状況
　会社の株式の状況につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページに記載して
おります各ウェブサイトに掲載しております。

３．会社の新株予約権等の状況
　会社の新株予約権等の状況につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページに
記載しております各ウェブサイトに掲載しております。

－ 11 －
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４．会社の役員の状況、５．会計監査人の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 数 　 原 　 英 一 郎 富士急行株式会社 社外監査役

代 表 取 締 役 社 長 数 原 滋 彦
新規事業担当兼内部監査担当
山形三菱鉛筆精工株式会社 代表取締役社長
MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO., LTD. 代表取締役

取 締 役 常 務 執 行 役 員 横 石 　 浩 マーケティング統括

取 締 役 常 務 執 行 役 員 永 澤 宣 之 管理統括

取 締 役 常 務 執 行 役 員 切 田 和 久 技術統括兼全社品質担当兼サステナビリティ担当

取 締 役 上 席 執 行 役 員 鈴 木 孝 雄 人事担当兼システム担当

社 外 取 締 役 青 　 山 　 藤 詞 郎 DMG森精機株式会社 社外取締役

社 外 取 締 役 斉 藤 麻 子
（ 旧 姓 ： 矢 野 麻 子 ）

株式会社BLOOM 代表取締役
株式会社ヤオコー 社外取締役
株式会社三陽商会 社外取締役
株式会社サーキュレーション 社外取締役

社 外 取 締 役 嶋 本 　 正
株式会社野村総合研究所 特別顧問
リーディング・スキル・テスト株式会社 取締役
PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会 委員

常 勤 監 査 役 深 井 　 明

常 勤 監 査 役 村 上 恵 美

社 外 監 査 役 梶 川 　 融
太陽有限責任監査法人 代表社員会長
キッコーマン株式会社 社外監査役
株式会社柿安本店 社外監査役

社 外 監 査 役 石 田 　 修 株式会社横浜スタジアム 監査役
株式会社ヤマト 社外監査役

４．会社の役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2022年12月31日現在）
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４．会社の役員の状況、５．会計監査人の状況

氏　名 異動後 異動前 異動年月日

数 原 滋 彦 代表取締役社長　新規事業担当兼内部
監査担当 代表取締役社長 2022年３月30日

永 澤 宣 之 取締役常務執行役員　管理統括 取締役常務執行役員　管理統括兼
コンプライアンス担当 2022年３月30日

切 田 和 久 取締役常務執行役員　技術統括兼全社
品質担当兼サステナビリティ担当

取締役常務執行役員　技術統括兼
全社品質担当兼環境担当 2022年３月30日

鈴 木 孝 雄 取締役上席執行役員　人事担当兼シス
テム担当

上席執行役員　人事担当兼システ
ム担当 2022年３月30日

地　位 氏　名 担当及び重要な兼職の状況
常 務 執 行 役 員 山 村 伸 夫 国内営業担当兼商品開発部長
上 席 執 行 役 員 長 谷 川 　 直 　 人 財務担当
執 行 役 員 小 宮 基 裕 化粧品事業室長
執 行 役 員 手 島 　 修 海外営業部長
執 行 役 員 髙 橋 智 廣 生産担当兼全社生産技術担当
執 行 役 員 平 野 功 一 経営企画室長
執 行 役 員 荻 原 康 明 技術担当兼知的財産担当兼研究開発センター品川所長
執 行 役 員 蛇 川 寿 史 経理部長
執 行 役 員 市 川 秀 寿 研究開発フェロー

(注) 1.当事業年度中の会社における取締役の地位及び担当の異動は次のとおりであります。

2.社外取締役斉藤麻子氏は、従来旧姓である矢野麻子氏と表記しておりましたが、本事業報告より戸籍
上の氏名で表記しております。

3.当社は、社外取締役である青山藤詞郎氏、斉藤麻子氏及び嶋本正氏並びに社外監査役である梶川融氏
及び石田修氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりま
す。

4.社外監査役梶川融氏は、公認会計士としての豊富な経験により、財務及び会計に関する相当程度の知
見を有しております。

5.社外監査役石田修氏は、金融機関における企業経営者及び監査役としての豊富な経験により、財務及
び会計に関する相当程度の知見を有しております。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く2023年1月1日現在の執行役員は以
下のとおりであります。なお、庄子揚氏は、当事業年度末日をもって執行役員を退任いたしました。

(2) 当事業年度中に辞任又は解任により退任した取締役及び監査役
　辞任又は解任により退任した取締役及び監査役はおりません。
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４．会社の役員の状況、５．会計監査人の状況

区 分 支 給 人 員

報 酬 等 の
種 類 別 の 額

合 計基 本 報 酬
（金銭報酬）

賞 与
（金銭報酬）

譲 渡 制 限 付
株 式 報 酬
（ 非 金 銭 報 酬 ）

取 締 役 10名 260百万円 ー 27百万円 287百万円

監 査 役 6名 59百万円 ー ー 59百万円

合 計
（うち社外役員）

16名
（7名）

320百万円
（42百万円） ー 27百万円

（ー）
347百万円

（42百万円）

(3) 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法
第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償
責任を限定する旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の
限度額は、社外取締役については、500万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか
高い額、社外監査役については、100万円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高
い額としております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結し、被保険者が負担することになる、役員等としての職務の執行に関し責任
を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保
険契約により補填することとしております。
　但し、被保険者の職務の執行の適法性が損なわれないようにするため、法令違反の行
為であることを認識して行った行為に起因する損害等の場合には補填の対象としないこ
ととしております。
　なお、被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、被保険者
は保険料を負担しておりません。

(５) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

(注) 1.譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬）は、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに
服する当社普通株式であり、役員退任時に譲渡制限を解除することを基本としております。

2.当社は、2017年３月30日開催の第142回定時株主総会終結の時をもって取締役の退職慰労金制度を
廃止し、同総会終結後、引き続き在任する取締役11名（うち2022年12月31日現在において在任す
る取締役は５名です。）に対しては、取締役の退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰
労金を各氏の退任時に支給することを決議いただいております。
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４．会社の役員の状況、５．会計監査人の状況

区分 報酬区分 株主総会の
決議年月日 決議の内容 当該決議の定めに

係る役員の員数

取締役

基本報酬・賞与
（金銭報酬）

2019年３月28日
開催の第144回定
時株主総会

取締役の報酬等の額として一事業
年度当たり500百万円以内（うち
社外取締役分年額60百万円以
内。ただし使用人兼務取締役の使
用人分の給与は含まない。）

第144回定時株主
総会終結時におけ
る取締役９名（う
ち社外取締役3
名）

譲渡制限付株式
報酬
（非金銭報酬）

2020年３月26日
開催の第145回定
時株主総会

譲渡制限付株式に関する報酬等と
して取締役（社外取締役を除
く。）に支給する金銭報酬債権の
限度額は、上記株主総会決議で承
認された報酬枠とは別枠で一事業
年度当たり100百万円以内（ただ
し、使用人兼務取締役の使用人分
給与は含まない。）とし、各事業
年度において割り当てる譲渡制限
付株式の数の上限は、100,000株
とする。

第145回定時株主
総会終結時におけ
る取締役５名（社
外取締役を除
く。）

監査役 基本報酬
（金銭報酬）

2018年３月29日
開催の第143回定
時株主総会

監査役の報酬等の額として100百
万円以内

第143回定時株主
総会終結時におけ
る監査役５名

(６) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

－ 15 －
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４．会社の役員の状況、５．会計監査人の状況

(７)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
　当社の取締役の報酬制度は、必要な経営人材を確保・維持することができる報酬水準
とすることを前提に、その職務の内容に応じ、業務執行を行う取締役については中長期
的な企業価値向上に向けたインセンティブとして機能する報酬とすること、社外取締役
については職責に応じた報酬とすることを基本方針とし、当該方針に基づき報酬制度を
設計することとしております。
　当社の取締役（社外取締役を除きます。）の報酬体系は、基本報酬、賞与及び株式報
酬によって構成することとしております。基本報酬は、株主総会において承認を得た報
酬総額の限度内において、会社の業績や経営内容に加え、経済情勢及び同業種・同規模
の他企業の水準等を考慮した上で、各取締役の役位や役割、責任範囲に基づいて決定
し、毎月、月額報酬として支給することとしております。賞与は、会社の業績や経営内
容、従業員に対する賞与の支給状況等を踏まえて、特に支給することが相当と認められ
る場合に限り、株主総会において承認されている報酬総額の限度内において、支給を決
定することとしております。また、株式報酬は、当社の中長期的な業績と企業価値の持
続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を
進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、譲渡制限付株式の
割当て数とその額は、株主総会においてご承認いただいた範囲内で、他企業の水準等を
考慮した上で決定し、定時株主総会後に付与をして役員退任時に譲渡制限を解除するこ
とを基本とすることとしております。
　社外取締役の報酬体系については、当社の業務執行者の職務執行の監督の職責を負っ
ていることから、基本報酬のみとし、株主総会において承認を得た報酬総額の限度内に
おいて、その職責及び同業種・同規模の他企業の水準等を考慮した上で決定し、毎月、
月額報酬として支給することとしております。
　取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、指名・報酬委員会から
の助言を踏まえた上で取締役会において決定することとしております。当社の取締役の
個人別の基本報酬及び賞与にかかる報酬等の具体的な金額の決定については、取締役会
の決議によって、株主総会において承認を得た限度額の範囲内において、上記の決定に
かかる方針に従い、指名・報酬委員会の審議結果を尊重して決定することを、代表取締
役会長数原英一郎氏又は代表取締役社長数原滋彦氏に対して委任し、これに従って代表
取締役会長若しくは代表取締役社長が決定、又は代表取締役会長及び代表取締役社長が
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４．会社の役員の状況、５．会計監査人の状況

協議の上で決定することとしております。その際、代表取締役会長又は代表取締役社長
は、指名・報酬委員会の審議結果を尊重しなければならないこととしております。ま
た、当社の取締役の株式報酬にかかる報酬等の具体的な金額の決定については、株主総
会において承認を得た限度額の範囲内において、上記の決定にかかる方針に従い、指
名・報酬委員会からの助言を踏まえた上で、取締役会において決定することとしており
ます。
　当社は、取締役の報酬等の決定における客観性と透明性を確保することを目的とし
て、独立役員である社外取締役及び社外監査役が委員の過半数を占める指名・報酬委員
会を設置しており、取締役の報酬制度の設計に関しては、指名・報酬委員会からの助言
を踏まえた上で、取締役会で決定することとしております。
　また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・
報酬委員会がその内容について上記の決定に係る方針との整合性を含め総合的に検討を
行っており、取締役会及び代表取締役においては、指名・報酬委員会の審議結果を尊重
し決定をしていることから、取締役会としても、その決定内容は当該方針に沿うもので
あると判断しております。

(８) 監査役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
　当社の監査役の報酬制度は、必要な経営人材を確保・維持することができる報酬水準
とすることを前提に、その職務の内容に応じ、監査役については監査の職責に応じた報
酬とすることを基本方針とし、当該方針に基づき報酬制度を設計しております。
　監査役の報酬体系については、当社の業務執行者の職務執行の監査の職責を負うこと
から、基本報酬のみとし、株主総会において承認を得た報酬総額の限度内において、そ
の職責及び同業種・同規模の他企業の水準等を考慮した上で決定し、毎月、月額報酬と
して支給しております。
　監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針及び監査役の報酬等の具体
的な金額については、株主総会において承認を得た限度額の範囲内において、監査役の
協議を経た上で、常勤監査役に一任しております。

(９) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　当事業年度におきましては、当社の取締役の個人別の基本報酬及び賞与にかかる報酬
等の具体的な金額の決定については、2022年３月30日開催の取締役会の決議によっ
て、株主総会において承認を得た限度額の範囲内において、上記の決定に係る方針に従

－ 17 －
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４．会社の役員の状況、５．会計監査人の状況

い、指名・報酬委員会の審議結果を尊重して決定することを、代表取締役会長数原英一
郎氏に対して委任し、これに従って代表取締役会長が決定いたしました。
　代表取締役会長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領
域や職責の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているためですが、取締役会から
委任を受けた代表取締役会長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決
議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び評価の透明性を確保する観点から、代表
取締役会長は、指名・報酬委員会の審議結果を尊重して決定しなければならないものと
しています。

(10)社外役員に関する事項
　社外役員に関する事項につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページに記
載しております各ウェブサイトに掲載しております。

５．会計監査人の状況
　会計監査人の状況につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページに記載して
おります各ウェブサイトに掲載しております。
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６．会社の体制及び方針

６．会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況につきましては、法令及び定
款の規定に基づき、１ページに記載しております各ウェブサイトに掲載しております。

(2) 会社の支配に関する基本方針
　会社の支配に関する基本方針につきましては、法令及び定款の規定に基づき、１ページ
に記載しております各ウェブサイトに掲載しております。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、株主の皆様に対する利益還元として、安定的な収益を基盤とした安定配当を継
続することを利益配分の基本方針としております。また内部留保金につきましては、収益
力及び競争力の強化並びに新市場・新規事業への取り組みを目的として、研究開発、設備
投資、販売体制の強化に充ててゆく所存であります。従いまして、株主の皆様に対する配
当につきましては、再投資のための資金確保と安定的な配当継続を念頭におきながら、財
務状態、経営成績、配当性向等を総合的に勘案することとしております。
　剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を原則としており、当事業年度の期末
配当金につきましては、後記の株主総会参考書類31ページに記載しております第１号議
案にご提案のとおり、１株当たり18.5円とさせていただきたいと存じます。本議案が承
認可決されますと、当事業年度における１株当たりの配当金は、中間配当金16.5円とあ
わせて35円（前事業年度から３円の増配）となり、当事業年度における当社の配当性向
は38.6％となります。
　また、当事業年度におきましては、財務状態や株価の推移等を勘案した結果、利益還元
策のひとつとして959,076株の自己株式を取得するとともに、2022年９月20日付で
1,000,000株を消却いたしました。
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７．その他会社の現況に関する重要な事項

７．その他会社の現況に関する重要な事項
　その他会社の現況に関する重要な事項につきましては、法令及び定款の規定に基づき、
１ページに記載しております各ウェブサイトに掲載しております。

(注) 本事業報告における金額は、表示単位未満をそれぞれ切り捨てて表示しております。
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連結貸借対照表

（2022年12月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部） (百万円) （負債の部） (百万円)

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

86,373

48,074

16,309

20,354

1,916

△281

44,427

23,980

14,481

3,981

3,749

1,145

621

1,224

19,222

16,497

378

1,375

2,252

△1,281　

流 動 負 債 17,330
支払手形及び買掛金 8,070
短 期 借 入 金 1,516
未 払 法 人 税 等 1,207
賞 与 引 当 金 612
未 払 金 2,616
そ の 他 3,308

固 定 負 債 8,467
長 期 借 入 金 2,577
繰 延 税 金 負 債 1,669
退職給付に係る負債 3,312
役員退職慰労引当金 92
そ の 他 814

負 債 合 計 25,798
（純資産の部）

株 主 資 本 93,195
資 本 金 4,497
資 本 剰 余 金 3,964
利 益 剰 余 金 91,838
自 己 株 式 △7,104

その他の包括利益累計額 9,892
その他有価証券評価差額金 6,205
為 替 換 算 調 整 勘 定 3,197
退職給付に係る調整累計額 488

非 支 配 株 主 持 分 1,914
純 資 産 合 計 105,002

資 産 合 計 130,801 負 債 純 資 産 合 計 130,801

連 結 貸 借 対 照 表

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

(2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

科 目 金 額
(百万円)

売 上 高 68,997
売 上 原 価 35,044

売 上 総 利 益 33,953
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 24,709

営 業 利 益 9,243
営 業 外 収 益

受 取 利 息 30
受 取 配 当 金 370
受 取 地 代 家 賃 68
受 取 保 険 金 21
為 替 差 益 423
助 成 金 収 入 15
そ の 他 88 1,018

営 業 外 費 用
支 払 利 息 28
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 59
投 資 事 業 組 合 管 理 費 15
そ の 他 30 133
経 常 利 益 10,128

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 69
関 係 会 社 清 算 益 33 103

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 39
投 資 有 価 証 券 売 却 損 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 4
減 損 損 失 6 52

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 10,180
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,692
法 人 税 等 調 整 額 388 3,081
当 期 純 利 益 7,098
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 146
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 6,951

連 結 損 益 計 算 書

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部）

流　動　資　産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
棚 卸 資 産
未 収 入 金
未 収 消 費 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固　定　資　産
有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定
無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
そ の 他　

(百万円)
50,638
23,378

359
13,289
10,104
2,578
906
143

△122
45,748
21,481
13,640

77
2,822

0
472

3,383
1,083
469
430
39

23,797
16,489
4,743
1,327

73
742
419　

（負債の部） (百万円)
流　動　負　債 14,256

支 払 手 形 1,261
買 掛 金 7,307
短 期 借 入 金 1,500
未 払 金 1,861
未 払 費 用 955
未 払 法 人 税 等 565
賞 与 引 当 金 275
そ の 他 529

固　定　負　債 7,825
長 期 借 入 金 2,577
繰 延 税 金 負 債 1,401
退 職 給 付 引 当 金 3,237
そ の 他 609

負 債 合 計 22,082
（純資産の部）

株 主 資 本 68,099
資 本 金 4,497
資 本 剰 余 金 3,582
資 本 準 備 金 3,582
利 益 剰 余 金 66,383
利 益 準 備 金 824
そ の 他 利 益 剰 余 金 65,559
固定資産圧縮積立金 480
別 途 積 立 金 44,585
繰 越 利 益 剰 余 金 20,493

自 己 株 式 △6,363
評価・換算差額等 6,205
その他有価証券評価差額金 6,205
純 資 産 合 計 74,304

資 産 合 計 96,386 負 債 純 資 産 合 計 96,386

貸　借　対　照　表
（2022年12月31日現在）

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

(2022年 1 月 1 日から
2022年12月31日まで )

科 目 金 額
(百万円)

売 上 高 49,138
売 上 原 価 30,088
売 上 総 利 益 19,050

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 13,697
営 業 利 益 5,352

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 881
為 替 差 益 490
受 取 地 代 家 賃 302
そ の 他 32 1,707

営 業 外 費 用
支 払 利 息 23
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 59
投 資 事 業 組 合 管 理 費 15
そ の 他 14 112
経 常 利 益 6,947

特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 36
投 資 有 価 証 券 評 価 損 4 41
税 引 前 当 期 純 利 益 6,906
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,323
法 人 税 等 調 整 額 361 1,684
当 期 純 利 益 5,221

損　益　計　算　書

※　記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告謄本

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 田 宏 高
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 戸 志 生

独立監査人の監査報告書
2023年２月９日

三菱鉛筆株式会社
取 締 役 会 　 御 中

有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人
東京事務所

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三菱鉛筆株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日
までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連
結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三
菱鉛筆株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国にお
ける職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の
責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の
記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載
内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、
そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるか
どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

－ 25 －
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告謄本

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表
示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明
することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注
記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計
算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎とな
る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入
手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査
意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 中 田 宏 高
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 戸 志 生

独立監査人の監査報告書
2023年２月９日

三菱鉛筆株式会社
取 締 役 会 　 御 中

有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三菱鉛筆株式会社の2022年１月１日から2022年12
月31日までの第148期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類に係る会計監査人の監査報告

－ 27 －
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー
ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2022年1月1日から2022年12月31日までの第148期事業年度の取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及
び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの
各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容につ
いて検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告

－ 29 －
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監査役会の監査報告書謄本

２．監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい

るものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該

内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に
関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載され
ている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったもので
あり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の
維持を目的とするものではないと認めます。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

(3)連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2023年２月10日

三菱鉛筆株式会社　監査役会

常勤監査役 深 井 　 明 ㊞

常勤監査役 村 上 恵 美 ㊞

社外監査役 梶　川　　　融 ㊞

社外監査役 石　田　　　修 ㊞
　以　上

－ 30 －
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第１号議案(剰余金処分)

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　第148期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、以
下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
(1)　配当財産の種類

金銭
(2)　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき18.5円
なお、この場合の配当総額は、1,060,647,106円となります。

(3)　剰余金の配当が効力を生じる日
2023年３月31日

－ 31 －
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第２号議案(取締役選任)

候補者番号 氏　名 当社における現在の地位、担当 属　性

1 す

数
 

　
は ら

原
 

　
え い

英
い ち

一
ろ う

郎 代表取締役会長 再 任
　

2 す

数
 

　
は ら

原
 

　
し げ

滋
 

　
ひ こ

彦 代表取締役社長 新規事業担当兼内部監査
担当 再 任

　

３ な が

永
 

　
さ わ

澤
 

　
の ぶ

宣
 

　
ゆ き

之 取締役常務執行役員 管理統括 再 任
　

４ き り

切
 

　
た

田
 

　
か ず

和
 

　
ひ さ

久 取締役常務執行役員 技術統括兼全社品質
担当兼サステナビリティ担当 再 任

　

５ す ず

鈴　
き

木
 

　
た か

孝　
お

雄 取締役上席執行役員 人事担当兼システム
担当 再 任

　

６ あ お

青
 

　
や ま

山
 

　
と う

藤
じ

詞
ろ う

郎 社外取締役 再 任
　

社 外
　

独立役員
　　

７
さ い

斉
 

　
と う

藤
 

　
あ さ

麻
 

　
こ

子
（旧姓：

や

矢
の

野
あさ

麻
こ

子）
社外取締役

再 任
　

社 外
　

独立役員
　

女 性
　　

８ し ま

嶋　
も と

本
 

　　　
ただし

正 社外取締役 再 任
　

社 外
　

独立役員
　　

再 任
　

再任取締役候補者 新 任
　

新任取締役候補者 社 外
　

社外取締役候補者 独立役員
　

証券取引所の定めに基づく独立役員

第２号議案　取締役８名選任の件
　取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、
経営の意思決定の迅速化を図るため１名減員し、取締役８名の選任をお願いするものであ
ります。取締役候補者は､次のとおりであります。

－ 32 －
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第２号議案(取締役選任)

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

１
再　任

　

す

数
 

　
は ら

原
 

　
え い

英
い ち

一
ろ う

郎
（1948年７月19日生）

　

    1974年    8 月 当社入社
    1980年    3 月 当社取締役
    1982年    3 月 当社常務取締役
    1985年    3 月 当社取締役副社長
    1987年    3 月 当社代表取締役社長
    2015年    6 月 エーザイ株式会社社外取締役
    2019年    3 月 当社代表取締役会長兼社長
    2020年    3 月 当社代表取締役会長（現任）
    2020年    6 月 富士急行株式会社社外監査役（現任）

４61,107株

［重要な兼職の状況］
富士急行株式会社 社外監査役

［取締役候補者とした理由］
1987年に当社代表取締役社長に就任して以来、優れたリーダーシップを発揮し、長年にわたり社業を牽
引してまいりました。これまで当社グループの持続的な成長と企業価値向上のために重要な役割を果たし
てきたことに加え、今後監督機能のさらなる強化を目指すうえで、その豊富な経験と幅広い知見及び当社
グループを俯瞰的に捉える視点が不可欠であることから、引き続き取締役候補者といたしました。

２
再　任

　

す

数
 

　
はら

原
 

　
しげ

滋
 

　
ひこ

彦
（1979年２月11日生）

　

    2005年    4 月 当社入社
    2010年    4 月 当社群馬工場長
    2012年    4 月 当社営業企画部長
    2013年    3 月 当社取締役経営企画担当
    2015年    11月 当社取締役経営企画担当兼海外営業企画部長
    2016年    3 月 当社取締役商品開発担当兼新規事業担当
    2017年    3 月 当社常務取締役筆記具事業担当兼新規事業担

当兼商品開発担当兼全社品質担当
    2018年    3 月 当社取締役副社長
    2019年    3 月 当社代表取締役副社長
    2020年    3 月 当社代表取締役社長

2022年    3 月 当社代表取締役社長新規事業担当兼内部監査
担当（現任）

371,740株

［重要な兼職の状況］
山形三菱鉛筆精工株式会社 代表取締役社長
MITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO., LTD. 代表取締役

［取締役候補者とした理由］
群馬工場長、国内外の営業企画部長及び経営企画、商品開発、新規事業等の責任者を歴任し、国内外の生
産から販売にわたる多様な経験と知見を有しており、当社代表取締役社長として優れた経営執行力とリー
ダーシップを発揮しております。このことから、機動的な経営判断及び迅速な業務執行のさらなる強化を
図り、また当社の事業成長と企業価値向上を目指すうえで重要な役割を担う人物であるため、引き続き取
締役候補者といたしました。

－ 33 －
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第２号議案(取締役選任)

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

３
再　任

　

な が

永
 

　
さ わ

澤
 

　
の ぶ

宣
 

　
ゆ き

之
（1957年４月３日生）

　

    1980年    4 月 当社入社
    2001年    4 月 当社海外事業部付部長
    2003年    4 月 当社経理部長
    2006年    3 月 当社取締役経理部長
    2008年    1 月 当社取締役財務・法務・システム担当
    2010年    4 月 当社取締役財務・法務・システム担当兼内部

統制担当
    2016年    3 月 当社取締役経営企画担当兼システム担当
    2017年    3 月 当社常務取締役人事担当兼経営企画担当兼シ

ステム担当
    2018年    3 月 当社常務取締役人事担当兼総務担当兼法務担

当兼コンプライアンス担当
    2019年    3 月 当社取締役常務執行役員人事担当兼総務担当

兼法務担当兼コンプライアンス担当
    2021年    3 月 当社取締役常務執行役員管理統括兼コンプラ

イアンス担当
2022年    3 月 当社取締役常務執行役員管理統括（現任）

29,300株

［取締役候補者とした理由］
経理、財務、法務、システムなどの管理部門における豊富な知識と経験に加え、グループ全体におけるコ
ンプライアンス体制及びリスクマネジメント体制の整備を図るなどの実績を有しております。これらの知
見を活かして多角的な視点から当社グループを俯瞰的に捉え、業務執行の監督機能の強化及び経営におけ
る意思決定において重要な役割を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 34 －
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第２号議案(取締役選任)

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

４
再　任

　

き り

切
 

　
た

田
 

　
か ず

和
 

　
ひ さ

久
（1958年11月13日生）

　

    1981年    4 月 当社入社
    2003年    4 月 当社商品開発部長
    2007年    4 月 当社群馬研究開発センター所長
    2011年    4 月 当社商品開発部長
    2012年    3 月 当社取締役商品開発部長
    2016年    3 月 当社取締役技術担当兼工業所有権担当兼化粧

品事業担当
    2018年    3 月 当社常務取締役技術担当兼知的財産権担当兼

化粧品事業担当兼新規事業担当
    2019年    3 月 当社取締役常務執行役員技術担当兼知的財産

権担当兼化粧品事業担当兼産業資材担当
    2020年    3 月 当社取締役常務執行役員技術統括兼全社品質

担当
    2021年    3 月 当社取締役常務執行役員技術統括兼全社品質

担当兼環境担当
2022年    3 月 当社取締役常務執行役員技術統括兼全社品質

担当兼サステナビリティ担当（現任）

13,200株

［取締役候補者とした理由］
研究開発における経験を軸に、商品開発、化粧品事業、新規事業などに携わり、技術とビジネスを結び付
けて商品化するという多くの実績と経験を有しております。また、サステナビリティ担当として、部門横
断的に持続的な事業体制の構築に向けて活動を行ってまいりました。これらの豊富な経験に基づく見識
が、当社における持続可能な体制のさらなる整備、構築に寄与すると判断しており、また経営の意思決定
において重要な役割を担う人物であることから、引き続き取締役候補者といたしました。

５ 再　任
　

すず

鈴　
き

木
 

　
たか

孝　
お

雄
（1962年12月14日生）

　

    1985年    4 月 当社入社
    2009年    4 月 当社社長室長
    2009年    8 月 当社営業企画部長
    2013年    4 月 当社経営企画室長
    2017年    4 月 当社ITソリューションセンター所長
    2018年    4 月 当社理事ITソリューションセンター所長
    2019年    3 月 当社執行役員ITソリューションセンター所長
    2020年    3 月 当社上席執行役員経営企画室長兼システム担

当
    2021年    3 月 当社上席執行役員人事担当兼システム担当

2022年    3 月 当社取締役上席執行役員人事担当兼システム
担当（現任）

5,700株

［取締役候補者とした理由］
経営企画、システム、人事などを中心とする管理部門における豊富な実績と経験を有しております。これ
らの知見を活かし、多角的な視点から当社を捉え、経営における意思決定と業務執行の監督機能の強化に
おいて重要な役割を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。

－ 35 －
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第２号議案(取締役選任)

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

６

再　任
　

社　外
　

独立役員
　

あ お

青
 

　
や ま

山
 

　
と う

藤
じ

詞
ろう

郎
（1951年８月29日生）

　

    1979年    3 月 慶應義塾大学工学博士
    1988年    4 月 同大学理工学部機械工学科助教授
    1995年    4 月 同大学理工学部機械工学科教授
    1996年    4 月 同大学理工学部システムデザイン工学科教授
    2009年    7 月 同大学理工学部長・理工学研究科委員長
    2015年    6 月 ＤＭＧ森精機株式会社社外取締役（現任）
    2016年    3 月 公益社団法人精密工学会会長
    2017年    3 月 当社社外監査役
    2017年    4 月 慶應義塾大学名誉教授
    2017年    5 月 学校法人慶應義塾常任理事
    2019年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2021年    8 月 一般財団法人慶応工学会理事長（現任）

－

［重要な兼職の状況］
ＤＭＧ森精機株式会社 社外取締役

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
機械工学・生産工学を始めとする分野における豊富な知識と経験に加え、学校法人慶應義塾の常任理事等
を歴任し、幅広い知見を有しております。これらの経験等から、当社が属する業界にとらわれない視点か
ら、経営の意思決定の健全性や透明性の向上につながる有益な意見や助言をしております。また、指名・
報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程
における監督機能を担っております。今後も、取締役会や指名・報酬委員会などの場を通じて、このよう
な役割を引き続き担っていただくことを期待して、社外取締役候補者といたしました。なお、当社社外取
締役としての在任期間は本総会終結の時をもって４年間となり、社外監査役も含めた通算の在任期間は６
年間となります。
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第２号議案(取締役選任)

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

７

再　任
　

社　外
　

独立役員
　

女　性
　

さ い

斉
 

　
と う

藤
 

　
あ さ

麻
 

　
こ

子
（旧姓：

や

矢
の

野
あさ

麻
こ

子）
（1968年１月21日生）

　

    1990年    4 月 メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
    1997年    9 月 株式会社ボストン・コンサルティング・グル

ープ入社
    2000年    3 月 ルイ・ヴィトンジャパン株式会社入社
    2002年    6 月 株式会社セリュックスＣＯＯ
    2008年    10月 株式会社ドラマティック設立 同社代表取締役
    2014年    5 月 テントゥーフォー株式会社設立 同社代表取締役
    2015年    6 月 株式会社ヤオコー社外取締役（現任）
    2015年    8 月 株式会社コギト・エデュケーション・アン

ド・マネジメント取締役
    2018年    6 月 ワタベウェディング株式会社社外取締役
    2019年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    5 月 株式会社三陽商会社外取締役（現任）
    2020年    11月 株式会社サーキュレーション社外取締役（現任）
    2020年    11月 株式会社BLOOM設立 同社代表取締役（現任）

－

［重要な兼職の状況］
株式会社BLOOM 代表取締役
株式会社ヤオコー 社外取締役
株式会社三陽商会 社外取締役
株式会社サーキュレーション 社外取締役

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
企業経営やダイバーシティ経営に関する豊富な知見に加え、マーケティング及びブランディングに関する
幅広い知識と実績を有しており、当社経営陣から独立した立場から、コーポレート・ガバナンスの強化及
びダイバーシティの推進を始めとする多面的な発言を行っており、当社取締役会のさらなる活性化のため
に重要な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的な立場から、
当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。今後も、取締役会
や指名・報酬委員会などの場を通じて、このような役割を引き続き担っていただくことを期待して、社外
取締役候補者といたしました。なお、当社社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって４年間
となります。

－ 37 －
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第２号議案(取締役選任)

候補者
番　号

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 )

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

８

再　任
　

社　外
　

独立役員
　

し ま

嶋　
も と

本　　
ただし

正
（1954年２月８日生）

　

    1976年    4 月 野村コンピュータシステム株式会社（現株式
会社野村総合研究所）入社

    2002年    4 月 同社執行役員情報技術本部長
    2004年    4 月 同社常務執行役員情報技術本部長兼研究創発

センター副センター長
    2008年    6 月 同社代表取締役専務執行役員事業部門統括
    2010年    4 月 同社代表取締役社長
    2015年    4 月 同社代表取締役会長兼社長
    2016年    4 月 同社取締役会長
    2019年    6 月 同社取締役
    2021年    6 月 同社特別顧問（現任）
    2021年    6 月 リーディング・スキル・テスト株式会社取締

役（現任）
2022年    3 月 当社社外取締役（現任）
2022年７月 PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員

会 委員（現任）

1,000株

［重要な兼職の状況］
株式会社野村総合研究所 特別顧問
リーディング・スキル・テスト株式会社 取締役
PwCあらた有限責任監査法人 公益監督委員会 委員

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
長年にわたり、株式会社野村総合研究所の経営に携わってこられ、企業経営に関する豊富な経験と実績を
有していることに加え、コーポレート・ガバナンスに関する幅広い見識を有しております。これらの豊富
な経験と知識を活かし、当社経営陣から独立した立場から、当社における経営の意思決定の健全性や透明
性の向上のために重要な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立
的な立場から、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。今
後も、取締役会や指名・報酬委員会などの場を通じて、このような役割を引き続き担っていただくことを
期待して、社外取締役候補者といたしました。なお、当社社外取締役としての在任期間は本総会終結の時
をもって１年間となります。

(注) 1.斉藤麻子氏は、従来旧姓である矢野麻子氏と表記しておりましたが、本総会より戸籍上の氏名で表記
しております。

2.数原滋彦氏は山形三菱鉛筆精工株式会社の代表取締役社長を兼職しております。当社は同社から当社
仕様製品の仕入取引を行っており、また同社に対して不動産の賃貸をしております。

3.数原滋彦氏はMITSUBISHI PENCIL VIETNAM CO., LTD.の代表取締役を兼職しております。当社は
同社から当社仕様製品の仕入取引を行っております。

4.2.及び3.に記載した以外の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
5.青山藤詞郎氏、斉藤麻子氏及び嶋本正氏は社外取締役候補者であります。
6.当社は、青山藤詞郎氏、斉藤麻子氏及び嶋本正氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を
限定する旨の責任限定契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の
上記責任限定契約を継続する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は500万円又
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第２号議案(取締役選任)

は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額であります。
7.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者が負担することになる、役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保険契約により補填することとしておりま
す。各取締役候補者は、当社の取締役として当該保険契約の被保険者に含まれており、本議案により
当社の取締役に再任された場合も、引き続き被保険者に含まれることとなります。当社は、本議案に
係る取締役の任期中に、当該保険契約を更新することを予定しております。

8.当社は、青山藤詞郎氏、斉藤麻子氏及び嶋本正氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、同取引所に届け出ており、引き続き独立役員として指定する予定であります。

9.社外取締役候補者である青山藤詞郎氏、斉藤麻子氏及び嶋本正氏は、42ページに記載しております
当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしております。

－ 39 －
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第３号議案（補欠監査役選任）

氏 名
( 生 　 年 　 月 　 日 )

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式数

再　任
　

社　外
　

独立役員
　

す が

菅
 

　
の

野
 

　
 

　
 

　
さ と

智
 

　
し

巳
（1965年12月17日生）

　

    1994年    4 月 弁護士登録、成富総合法律事務所（現丸の内南法律事
務所）入所

    2003年    10月 同事務所パートナー
    2015年    6 月 仲通り法律事務所設立 代表弁護士（現任） －

［重要な兼職の状況］
仲通り法律事務所 代表弁護士

［補欠の社外監査役候補者とした理由］
過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律に関する高度な専門的知識を有しているこ
とから、これらの豊富な知見を当社の監査体制に反映し、当社経営陣から独立した立場から、適法性を確保する
ための適切な助言・提言をいただけると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件
　2022年３月30日開催の第147回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役の菅
野智巳氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされております。つきましては、改め
て、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお
願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ておりま
す。補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

(注) 1.補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.菅野智巳氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3.菅野智巳氏が監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する旨の責任
限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は100万円又は法令が
定める最低責任限度額のいずれか高い額とする予定であります。

4.当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる、役員等としての職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追
及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保険契約により補填することとしておりま
す。菅野智巳氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなりま
す。なお、当社は、本議案に係る補欠監査役の選任が効力を有する間に、当該保険契約を更新するこ
とを予定しております。

5.菅野智巳氏が監査役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出る予定であります。

6.補欠の社外監査役候補者である菅野智巳氏は、42ページに記載しております当社の定める「社外役
員の独立性基準」を満たしております。
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スキルマトリックス

当社における
現在の地位 氏名 経 営 戦 略 ・

マーケティング 財務・会計 法務・リスク
マネジメント グローバル イノベーション･

テ ク ノ ロ ジ ー
ESG(環境･社会･
ガ バ ナ ン ス )

代表取締役
会長 数原英一郎 〇 〇 〇

代表取締役
社長 数原　滋彦 〇 〇 〇

取締役
常務執行役員 永澤　宣之 〇 〇 〇

取締役
常務執行役員 切田　和久 〇 〇 〇

取締役
上席執行役員 鈴木　孝雄 〇 〇 〇

社外取締役 青山藤詞郎 〇 〇 〇
社外取締役 斉藤　麻子 〇 〇 〇
社外取締役 嶋本　正 〇 〇 〇
常勤監査役 深井　明 〇 〇 〇
常勤監査役 村上　恵美 〇 〇 〇
社外監査役 梶川　融 〇 〇 〇
社外監査役 石田　修 〇 〇 〇

【ご参考】
　当社は、2022年２月17日付で「『ありたい姿2036（長期ビジョン）』『中期経営計画
2022-2024』の策定に関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、「書く、描く」ことを通じて、
世界中あらゆる人々の個性と創造性を解き放つ「世界一の表現革新カンパニー」となることをグループ
全体の長期ビジョンとして掲げ、この長期ビジョンの達成に向け、2022年から2024年までの中期経営
計画に取り組んでおります。また、「筆記具事業のグローバル化」、「新規事業の創出・育成」、「サ
ステナブルな体制の構築」を中期経営計画の重点施策としております。
　これを実現するために、取締役会として、下記スキルマトリックスに記載の知識・経験・能力等を有
するメンバーによってバランスよく構成されることが重要と考えており、取締役候補者及び監査役候補
者については、これらのスキルのバランス、多様性を考慮した上で選定しております。なお、すべての
取締役候補者及び現任の監査役は、当社又は他の企業等における経営経験を有しております。

(※) 各人の有するスキル等のうち主なもの最大３つに〇印をつけています。各人のスキル等の全てを表すも
のではありません。
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社外役員の独立性に関する判断基準

　当社は、以下各号のいずれの基準にも該当しない社外取締役及び社外監査役（候補者を含む）は、当社に対する独立性
を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しております。

1．大株主
当社の大株主又はその業務執行者。なお、大株主とは「当社の直近の事業年度末における議決権10％以上を直接又
は間接的に保有する者」をいう。

2．主要な取引先
(1) 当社の主要取引先又はその業務執行者。なお、「当社の主要取引先」とは、下記のいずれかの者をいう。

・直近事業年度における、当該取引先から当社への支払額が当社の年間連結売上高の２％を超える者。
・当社の資金調達において不可欠であり、代替性がない程度に依存している者。

(2) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者。なお、「当社を主要な取引先とする者」とは下記の者をい
う。
・直近事業年度における、当社から当該取引先への支払額が当該取引先の年間連結売上高の２％を超える者。

3．専門的サービス提供者
当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他財産的利益を得ている弁護士等の法律専門家、公認会
計士及び税理士等の会計税務の専門家、コンサルタント、経営者、大学教授等の専門家。当該財産を得ている者が法
人、組合等の団体である場合は、その団体に所属する者。

4．寄付・助成金
当社から年間1,000万円を超える寄付又は助成金を受けている者。当該寄付等を受けている者が法人、組合等の団体
である場合は、その団体の業務執行者。

5．上記１．から４．に過去３年間において該当していた者。

6．当社又は当社の子会社の取締役、使用人の配偶者又は二親等内の親族。

＊本基準において、「業務執行者」とは、取締役、執行役、使用人等名称の如何を問わず当該法人・組合等の団体におい
て業務を行う者をいう。

【ご参考】社外役員の独立性基準

以上

－ 42 －
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内略図

東京都品川区東大井五丁目23番37号
当社本店　２階セミナールーム

電話　０３（３４５８）６２２１
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アトレ2大井町駅

東急大井町線 至品川

至大森

りんかい線(地下）

ローソン

中央口
ヤマダ電機

ヤマダ電機 品川郵便局
高架歩道

きゅりあん

東口
A1出口

三菱鉛筆株式会社

交通　JR京浜東北線大井町駅中央口(アトレ側)、りんかい線大井町駅
Ａ１出口又は東急大井町線大井町駅から徒歩４～５分
駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮
くださいますようお願い申しあげます。


